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伊
藤
勝
美
（
公
明
党
市
議
団
）

官
民
連
携
に
よ
る

終
活
支
援
に
つ
い
て

問
高
齢
者
の
終
活
に
つ
い
て
、

神
奈
川
県
横
須
賀
市
で
は
、

ひ
と
り
暮
ら
し
で
身
寄
り
が
な

く
、
収
入
等
が
一
定
額
以
下
の

方
を
対
象
に
、
事
前
に
相
談
を

受
け
、
支
援
プ
ラ
ン
を
作
成
し
、

希
望
す
れ
ば
、
市
内
の
協
力
葬

儀
社
と
の
間
で
最
低
費
用
に
よ

る
葬
儀
の
生
前
契
約
が
で
き
る
。

こ
う
し
た
官
民
連
携
に
よ
る
支

援
シ
ス
テ
ム
の
構
築
へ
の
市
の

考
え
は
。

答
こ
の
よ
う
な
事
業
が
あ
れ

ば
、
本
人
の
意
思
に
基
づ

い
た
葬
儀
等
を
ス
ム
ー
ズ
に
行

う
こ
と
が
で
き
る
た
め
、
本
人

も
安
心
す
る
と
思
わ
れ
る
。
行

政
に
と
っ
て
も
、
ひ
と
り
暮
ら

し
で
身
寄
り
の
な
い
高
齢
者
の

孤
立
死
や
孤
独
死
へ
の
対
応
を

改
善
で
き
る
と
考
え
る
。
今
後

は
、
横
須
賀
市
の
事
例
も
含
め
、

研
究
・
検
討
し
て
い
き
た
い
。

災
害
時
の
ペ
ッ
ト
対
策
の

た
め
に
実
態
調
査
を

問
動
物
病
院
等
と
の
連
携
や
、

市
民
防
災
意
識
調
査
に
あ

わ
せ
た
仮
称
「
ペ
ッ
ト
飼
育
ア

ン
ケ
ー
ト
」
の
実
施
に
よ
り
実

態
の
把
握
が
で
き
な
い
か
。

答
平
成
19
年
度
に
、
小
中
学

校
に
通
う
子
ど
も
が
い
る

世
帯
を
対
象
に
防
災
意
識
調
査

を
行
っ
た
が
、
調
査
項
目
に
ペ

ッ
ト
に
関
す
る
設
問
は
入
っ
て

い
な
か
っ
た
。
今
後
は
、
各
家

庭
で
の
ペ
ッ
ト
の
実
態
を
把
握

す
る
た
め
に
も
、
次
回
の
調
査

を
行
う
際
に
、
ペ
ッ
ト
の
種
類

や
同
行
避
難
へ
の
理
解
等
の
設

問
を
加
え
て
、
実
施
の
方
向
で

検
討
す
る
。

新
実
祥
悟
（
無
会
派
）

市
が
考
え
る
新
規
就
農
者
の

所
得
目
標
は

問
農
家
世
帯
の
働
き
方
、
生

活
環
境
の
向
上
を
含
め
、

新
規
就
農
者
が
や
る
気
を
持
っ

て
農
業
に
取
り
組
め
る
よ
う
に

な
る
た
め
の
所
得
目
標
は
。

答
客
観
的
な
判
断
基
準
と
し

て
、
市
が
定
め
た
「
農
業

経
営
基
盤
の
強
化
の
促
進
に
関

す
る
基
本
構
想
」
で
は
、
新
た

に
農
業
経
営
を
行
お
う
と
す
る

青
年
等
が
、
就
農
５
年
後
に
農

業
で
生
計
が
成
り
立
つ
た
め
の

農
業
経
営
の
目
標
を
年
間
所
得

２
５
０
万
円
以
上
と
し
て
お
り
、

効
率
的
か
つ
安
定
的
な
農
業
経

営
の
目
標
を
年
間
所
得
８
百
万

円
以
上
と
し
て
い
る
。

　

実
態
と
し
て
、
新
規
就
農
者

の
場
合
は
年
間
所
得
で
は
な
く

売
り
上
げ
目
標
を
１
千
万
円
と

し
、
そ
こ
ま
で
に
５
年
程
度
必

要
と
言
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
後

ど
こ
ま
で
伸
ば
す
気
に
な
る
か

が
、
や
る
気
に
つ
な
が
る
。

独
自
の
商
工
振
興
策
に
つ
い
て

問
市
が
独
自
に
取
り
組
む
商

工
振
興
策
の
内
容
に
つ
い

て
伺
う
。

答
個
店
の
独
自
の
取
り
組
み

を
支
援
す
る
販
路
拡
大
事

業
費
補
助
金
制
度
や
海
外
展
開

を
図
る
食
品
関
連
事
業
者
の
ア

ジ
ア
市
場
で
の
販
路
拡
大
の
取

り
組
み
を
応
援
す
る
海
外
販
路

拡
大
支
援
事
業
が
あ
る
。
ま
た
、

市
内
の
産
業
力
の
底
上
げ
を
図

り
、
商
工
会
議
所
へ
の
補
助
事

業
と
し
て
創
業
支
援
、
中
小
企

業
支
援
、
販
路
開
拓
・
拡
大
支

援
の
３
つ
の
柱
か
ら
な
る
産
業

力
向
上
事
業
を
実
施
し
て
い
る
。

松
本
昌
成
（
公
明
党
市
議
団
）

国
民
健
康
保
険
制
度
改
革

に
つ
い
て

問
制
度
改
革
に
よ
り
、
県
が

財
政
運
営
の
責
任
主
体
と

な
る
が
、
市
町
村
の
事
務
は
、

ど
の
よ
う
に
変
わ
る
の
か
。

答
県
が
保
険
給
付
費
等
の
全

額
を
負
担
す
る
代
わ
り
に
、

市
は
県
が
定
め
る
国
保
事
業
費

納
付
金
を
納
付
す
る
こ
と
に
な

る
。
今
ま
で
は
市
国
保
の
療
養

給
付
費
等
に
応
じ
、
国
保
税
率

を
定
め
て
い
た
が
、
今
後
は
、

国
保
事
業
費
納
付
金
、
標
準
保

険
料
率
を
参
考
に
国
保
税
率
を

定
め
る
こ
と
に
な
る
。

　

国
保
税
の
賦
課
・
徴
収
、
被

保
険
者
証
の
発
行
、
保
険
給
付

に
関
す
る
事
務
は
今
ま
で
ど
お

り
市
が
行
う
。

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の

普
及
促
進
に
つ
い
て

問
蒲
郡
市
の
カ
ー
ド
の
交
付

状
況
は
ど
の
よ
う
か
。

答
８
月
１
日
現
在
で
、
交
付

件
数
６
３
４
５
件
、
人
口

に
対
す
る
交
付
率
は
７
・
85
％

と
な
っ
て
い
る
。


